
平成25年10月1日、政府は、来春の消費税率引上げを正式決定しました。平成26年4月より、 
現行5%の税率は8%に引上げられます。同時に、消費税率の引上げに伴う国民の負担増を和ら
げ、景気の腰折れを回避するため、5兆円規模の経済対策が打ち出されました。同日に公表され
た与党の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」には、この経済対策の一翼を担う新たな
企業減税措置が数多く盛り込まれています。本稿においては、企業向け減税項目のうち、主要な
ものについて概要を説明します。

1.  復興特別法人税の廃止前倒し
平成24年4月より、通常の法人税に加えて、復興特別法人税（通常の法人税額の10%相当分）が
3年間の時限措置として課されています。この復興特別法人税を一年前倒しで廃止することが検
討され、本年12月中には結論が出される予定です。この廃止により、平成26年4月より、法人税 
（東京都・地方税含む）の実効税率は、38.01%から35.64%に低下します。また、さらなる法人実
効税率引下げについても、今後速やかに検討が開始されます。

2.  生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法（仮称、秋の臨時国会に提出予定）等の中で規定される予定の以下の生産性
向上設備等（仮称）を、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得し、事業の用に供
した場合には、特別償却（取得価額の50%あるいは25%）又は税額控除（4%あるいは2%、控除税
額は当期の法人税額の20%が上限）ができることとされます（28年3月31日までに取得したもの
に関しては、即時償却または取得価額の5%（あるいは3%）の税額控除）。

① 先端設備
最新モデルかつ生産性向上要件（旧モデル比で年平均生産性1%以上向上）を満たすもの

② 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
投資計画上の投資利益率が15%以上（中小企業者等は5%以上）であることにつき経済産業
局の確認を受けたもの
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3.  ベンチャー投資促進税制の創設
産業競争力強化法（仮称）の施行日から平成29年3月31日ま
での間に、同法に基づく認定を受けた投資事業有限責任組合 
（ベンチャーファンド）に係る契約を締結している一定の法人
が、同組合に対して出資をし、組合財産となる新事業開拓事業者
（仮称、ベンチャー企業）の株式等を取得した場合において、各
事業年度終了時に新事業開拓事業者投資損失準備金（その株
式等の帳簿価額の80%を限度とする）を積み立てたときは、そ
の積立金額を損金算入することができます。この準備金は、積
み立てた事業年度の翌事業年度に全額が取り崩されて益金算
入されます。

4.  事業再編促進税制の創設
産業競争力強化法（仮称）の施行日から平成29年3月31日ま
での間に、同法に基づく認定を受けた法人が、一定期間内に、 
特定事業再編（仮称）に係る特定会社（仮称）の特定株式等（特
定会社の株式あるいは出資又は特定会社に対する貸付金に係
る債権）を取得した場合において、特定事業再編投資損失準備
金（特定株式等の取得価額の70%を限度）を積み立てたとき
は、その積立金額を損金算入することができます。この準備金
は、一定期間終了後、5年間で均等額が取り崩されて益金算入
されます。

5.  中小企業投資促進税制の延長・拡充
現行制度は、中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場
合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除（資
本金3,000万円以下の法人のみ）が可能になるというもので
す。この制度適用期限が、平成29年3月31日まで3年間延長さ
れます。また、事業の用に供した適用対象設備が、一定の生産
性向上設備投資促進税制の対象設備である場合には、資本金
3,000万円超（1億円以下）の中小企業者等についても、特別
償却（即時償却）または税額控除ができることとなります。

6.  研究開発税制の延長・拡充
研究開発税制の上乗せ措置（増加型・高水準型）の適用期限が、
平成29年3月31日までに開始する事業年度まで3年間延長さ
れます。また、現行の試験研究費増加額の5%を税額控除でき
る制度（増加型）について、増加割合に応じて控除割合が増加
する（最大30%）仕組みに改められます。

7.  所得拡大促進税制の延長・拡充
雇用者給与等支給増加割合要件の見直し（現行5%以上の増加
割合要件の緩和）等を行った上で、制度適用期限が平成30年 
3月31日まで2年間延長されます。


